
宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案

［　様　式　２　］

・議会議員の任期については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項の規定を適用し、合併後１年7ヶ月間、引き続き新市の議会議員

調    整    内    容 　として在任する。

・在任特例適用後の議会議員の定数については、２２人とする。ただし、在任特例適用後最初の選挙に限り、定数は24人とする。

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調　整　の　具　体　的　内　容

・　議員定数及び任期 ・　議員定数及び任期

【任　　　期】 【任　　　期】 ・議会議員の任期については、市町村の合併の特例に関する法
　律第７条第１項の規定を適用し、合併後１年7ヶ月間、引き続き

任　　　期 自　平成１１年４月30日 任　　　期 自　平成１１年５月１日 　新市の議会議員として在任する。
至　平成１５年４月29日 至　平成１５年４月30日

【議員定数】 【議員定数】 ・在任特例適用後の議会議員の定数については、２２人とする。
　ただし、在任特例適用後最初の選挙に限り、定数は２４人とす

法定定数 36人 法定定数 22人 　る。

条例定数 22人 条例定数 16人

　 現　員　数 22人 現　員　数 16人

協議項目第6号 議員定数及び任期の取扱い


